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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のデータ提供者（Ｘ，Ｙ）からのデータＥメール（８）を多数のデータ受信者（Ｅ
）に対してアクセス可能および選択的に表示可能にするためのものであって、
－　Ｅメールインタフェース（４）とウェブインタフェース（１０）とデータ提供者（Ｘ
，Ｙ）のデータＥメール（８）を記憶するための少なくとも１台のオファー記憶ユニット
（７）を備えた記憶装置（６）と選択装置（１３）を有する中央情報サーバ（１）と、
－　それぞれ１人の提供者（Ｘ，Ｙ）に対して割り当てられるとともに前記中央情報サー
バ（１）のＥメールインタフェース（４）の少なくとも１つの提供者固有のＥメールアド
レス（４Ｘ，Ａ，４Ｘ，Ｂ，４Ｙ，Ｂ，４Ｙ，Ｃ）との交信が可能なＥメールインタフェ
ース（５Ｘ，５Ｙ）を備えた多数のデータ処理装置（２）と、
　それぞれウェブインタフェースユニット（１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ）を備えるとともに
前記中央情報サーバ（１）のウェブインタフェースユニット（１０）と接続可能である多
数のポータルサーバ（３）を含んでなり、
　前記ポータルサーバ（３）が前記オファー記憶ユニット（７）内に記憶されていて前記
選択装置（１３）によって該当するポータルサーバ（３Ａ，３Ｂ，３Ｃ）の識別情報に依
存して自動的に検出されたデータＥメール（８Ｘ，Ａ，８Ｘ，Ｂ，８Ｙ，Ｂ，８Ｙ，Ｃ）
へのアクセスを有するとともにリンクを介してそれをホームページ（１６Ａ，１６Ｂ,１
６Ｃ）上に表示可能である、インターネット支援された情報システムにおいて、
　中央情報サーバ（１）がさらにデータＥメール（８）内に存在するハイパーリンク（１
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８）を自動的に検出および改変することができるハイパーリンク検出および改変手段（１
７）を備え、その際に改変はポータルサーバ（３）によって表示されたデータＥメール（
８）内に存在していて改変済みであるハイパーリンク（１９）を選択することによってま
ずデータ受信者固有のデータレコード（２１）を検出するための照会ルーチン（２０）が
トリガされ前記照会ルーチン（２０）が適正に終了した場合に初めてデータ受信者（Ｅ）
がデータＥメール内に元々存在していたハイパーリンク（１８）のＵＲＬに転送されるよ
うな方式で実施することを特徴とするインターネット支援された情報システム。
【請求項２】
　データ受信者固有のデータレコード（２１）がデータ受信者の名前および住所を含むこ
とを特徴とする請求項１記載のインターネット支援された情報システム。
【請求項３】
　データ受信者固有のデータレコード（２１）がデータ受信者のＥメールアドレスを含む
ことを特徴とする請求項１または２記載のインターネット支援された情報システム。
【請求項４】
　照会ルーチン（２０）の実行の枠内においてデータ受信者（Ｅ）に対してデータ受信者
固有のデータレコード（２１）の入力が要求されることを特徴とする請求項１ないし３の
いずれかに記載のインターネット支援された情報システム。
【請求項５】
　データ受信者（Ｅ）がデータ受信者固有のデータレコード（２１）に該当するデータを
申告することによって中央情報サーバ（１）あるいはポータルサーバ（３）に登録されそ
れに従って識別可能である場合に照会ルーチン（２０）がそのデータ受信者固有のデータ
レコード（２１）を自動的に検出することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記
載のインターネット支援された情報システム。
【請求項６】
　照会ルーチンの枠内で検出されたデータ受信者固有のデータレコード（２１）を：
－　データ受信者がクリックした改変済みのハイパーリンクが存在していたデータＥメー
ルのデータ提供者の識別情報、
－　それを介して該当するデータＥメールが表示されたポータルサーバの識別情報、
－　自動的に検知され改変されたハイパーリンクが存在していた該当するデータＥメール
の識別情報、
－　前記のハイパーリンクが対応していたＵＲＬ、
の各情報のうちの少なくとも１つと関連付けることによって相関データレコード（２４）
を自動的に生成可能である相関データレコード生成ユニット（２３）を中央情報サーバ（
１）がさらに備えることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のインターネッ
ト支援された情報システム。
【請求項７】
　インターネット支援された情報システム内においてデータ受信者固有のデータレコード
を検出する方法であり：
－　Ｅメールインタフェースユニット（４）とウェブインタフェースユニット（１０）と
少なくとも１つのオファー記憶ユニット（７）を含んだ記憶装置（６）を有する中央情報
サーバ（１）を提供し；
－　それぞれウェブインタフェースユニット（１１）を備えるとともに前記中央情報サー
バ（１）のウェブインタフェースユニット（１０）と接続可能である多数のポータルサー
バ（３）を提供し；
－　それぞれ１人のデータ提供者（Ｘ，Ｙ）に割り当てられている多数のデータ処理装置
（２）によってデータ提供者固有のデータを含んだデータＥメール（８）をそれぞれ前記
中央情報サーバ（１）の少なくとも１つのデータ提供者固有のＥメールアドレス（４Ｘ，

Ａ，４Ｘ，Ｂ，４Ｙ，Ｂ，４Ｙ，Ｃ）に対して送信し；
－　前記中央情報サーバ（１）によって受信されたデータＥメール（８）を前記オファー
記憶ユニット（７）内に自動的に記憶し；
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－　それぞれ１人のデータ受信者（Ｅ）に割り当てられていてウェブインタフェース（１
４）を備えている多数のデータ処理装置（１５）と前記中央情報サーバ（１）との間の接
続の形成を当該データ受信者がアクセスしたポータルサーバ（３）のリンクを使用するこ
とによって可能にし、
－　前記オファー記憶ユニット（７）内に記憶されたデータＥメール（８）を当該ポータ
ルサーバ（３）の識別情報に依存して自動的に選別してアクセスを許可し、その際データ
Ｅメール（８）内に存在するハイパーリンク（１８）を自動的に検出および改変し、その
改変は改変済みのハイパーリンク（１９）をデータ受信者（Ｅ）が選択することによって
まずデータ受信者固有のデータレコード（２１）を検出するための照会ルーチン（２０）
がトリガされ、前記照会ルーチン（２０）が適正に終了した場合に初めてデータ受信者（
Ｅ）がデータＥメール（８）内に元々存在していたハイパーリンク（１８）のＵＲＬに転
送されるような方式で実施し；
－　多数のデータ受信者（Ｅ）がワールドワイドウェブを介して前記選別され、アクセス
許可され、かつ改変済みのハイパーリンク（１９）を有するデータＥメール（８）にアク
セスする、
各ステップを含んでなる方法。
【請求項８】
　多数のデータ提供者（Ｘ，Ｙ）からのデータＥメール（８）を多数のデータ受信者（Ｅ
）に対してアクセス可能および選択的に表示可能にするためのものであって、
－　ウェブインタフェース（１０）とデータ提供者（Ｘ，Ｙ）によって作成されたデータ
コンテンツ（８）を記憶するための少なくとも１台のデータコンテンツ記憶ユニット（７
）を備えた記憶装置（６）と選択装置（１３）を有する中央情報サーバ（１）と、
－　それぞれウェブインタフェースユニット（１１）を備えるとともに前記中央情報サー
バ（１）のウェブインタフェースユニット（１０）と接続可能である多数のポータルサー
バ（３）を含んでなり、
　前記ポータルサーバ（３）が前記中央情報サーバ（１）のデータコンテンツ記憶ユニッ
ト（７）内に記憶されたデータコンテンツ（８）へのアクセスを有するとともにそれをホ
ームページ（１６）上に表示可能である、インターネット支援された情報システムにおい
て、
　中央情報サーバ（１）がさらにデータコンテンツ（８）内に存在するハイパーリンク（
１８）あるいはそのデータコンテンツと関連付けられたハイパーリンクを自動的に検出お
よび改変することができるハイパーリンク検出および改変手段（１７）を備え、その際に
改変はポータルサーバ（３）によって表示されたデータコンテンツ（８）内に存在してい
て改変済みであるハイパーリンク（１９）を選択することによってまずデータ受信者固有
のデータレコード（２１）を検出するための照会ルーチンがトリガされ前記照会ルーチン
が適正に終了した場合に初めてデータ受信者（Ｅ）がデータコンテンツ（８）内に元々存
在していたハイパーリンク（１８）のＵＲＬに転送されるような方式で実施することを特
徴とするインターネット支援された情報システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、請求項１前段に記載のインターネット支援された情報システムならびにデ
ータ受信者固有のデータレコード（データセット）を検出するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のインターネット支援された情報システムは従来の技術によって知られていて例
えば国際公開第２００５／０９１１８４Ａ１号パンフレットに記載されており、その開示
の内容を本明細書中において広範に引用する。このシステムは主に後述において再度詳細
に説明されるような１台の中央情報サーバと多数のポータルサーバの間の相互作用の提供
に基づくものであり、特に多数のデータ提供者の多様なデータＥメール（広告、最新のオ
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ファー、またはその他の情報あるいはデータを含む）を多数のデータ受信者に対してポー
タルサーバを介して簡便かつ完全に自動化された方式でアクセス可能にすることを特徴と
する。そのためデータ提供者は、データＥメールを単に彼のために割り当てられた、すな
わち中央情報サーバのＥメールインタフェースユニットの提供者固有のＥメールアドレス
に送信する必要がある。データ提供者ごとに複数の提供者固有のＥメールアドレスを割り
当てることもできる。前記多数のデータ提供者のデータＥメールは中央情報サーバの記憶
ユニット内に記憶され、選択されたポータルサーバによって適宜なリンクを介してそのウ
ェブサイトあるいはホームページ上に表示することができ、その際中央情報サーバの選択
手段の補助によってポータル固有のデータＥメールへのアクセス制御が提供される。デー
タＥメールの表示は、ホームページ上で行われるかあるいは該当するポータルサーバのイ
ンターネットオファー内に適宜な方式で内蔵された中央情報サーバのウェブインタフェー
スユニットのポータル固有のＵＲＬへのリンクを通じて前記ポータルサーバのインターネ
ットオファー内で実施され、その際前記のＵＲＬが前記データＥメールを表示するための
（中央情報サーバによって動的に生成された）ウェブサイトに割り当てられる。
【０００３】
　それによってデータ提供者は、最新の情報内容を容易に作成可能なデータＥメールの形
式で選択されたポータルサーバによるインターネットオファー内に極めて簡便な方式で“
プッシュ”する可能性を中央情報サーバの運営者から得る。データＥメールは全ての一般
的なＥメールフォーマット（例えばＨＴＭＬ形式あるいはプレーンテキスト形式）で編集
することができ、また必要に応じてスクリプトおよび／またはｐｄｆデータ、一般的なグ
ラフィック、オーディオ、ビデオあるいはポータルサーバによって再生可能なその他のメ
ディアコンテンツ等の別の形式のデータを含むこともできる。中央情報サーバによって動
的に生成されるウェブサイトが多様なＥメールおよびデータフォーマットの処理とポータ
ルサーバのインターネットオファーを介した表示を可能にする。その際必要に応じて、例
えばデータ提供者から中央情報サーバに送信された特定の形式のデータからポータルサー
バを介しての表示の目的のために別のデータ形式に変換することによって自動的なデータ
変換を実施することもできる。例を挙げると、多様なビデオフォーマットをいわゆるフラ
ッシュビデオに変換することができ；またｐｄｆデータからフラッシュフォーマットへの
変換を実施することもできる。その際データ提供者にとって、そのデータＥメール内に特
定のウェブサイト、特に彼自身のインターネットオファーへの任意のハイパーリンクを内
蔵させることが可能となり、それによってデータ受信者に対して（ポータルサーバを介し
て表示された）データＥメールの読み取りに際してハイパーリンクの選択（通常はデータ
受信者に対してテキストあるいは画像要素の形式で示されたハイパーリンクの“クリック
”によって実施される）によってリンクされているウェブサイトに直接誘導される可能性
が提供される。
【０００４】
　ポータルサーバによってテーマあるいは情報内容に対応して呼び掛けられたデータ受信
者は、（例えば適宜なニュースレターの定期配信等によって）自身のメールボックスが迷
惑メールの大群によって占拠されることなく多様なデータ提供者からのオファー情報およ
び広告等を含んだデータＥメールを閲覧することができる。加えて、受信者が中央情報サ
ーバの運営者あるいは使用中のポータルサーバの運営者に任意で名前を登録（システムが
それを許可あるいは義務付けている場合に）しない限りは匿名で当該システムに参加する
ことができる。
【０００５】
　しかしながらデータ提供者、ポータルサーバ運営者、および／または中央情報サーバ運
営者はしばしば、（インターネット）オファーあるいはデータＥメールに興味を有するデ
ータ受信者の身元および／またはその他の特徴に関する正確な情報をデータ受信者固有の
データレコード形式で獲得することを要望する。従来このことは、既存のシステムならび
に一般的なユーザ登録コンセプトにおいて極めて不充分な程度あるいは相当に大きな労力
をもってのみ可能であった。一般的なユーザ登録のコンセプトの実施はデータ提供者およ
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び／またはポータルサーバの側において大きな労力が要するばかりでなく、ポータルサー
バの一般的なインターネットオファーの利用に際して少数のデータ受信者のみしか匿名性
の放棄を許容しないため、ユーザ登録を義務化しても該当する呼び掛けられる対象グルー
プ（データ受信者）の一部が該当するオファーから除外されてしまう点において好まれな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００５／０９１１８４Ａ１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の観点から本発明の目的は、情報システムのアクセス容易度を低下させることなく
、前記の種類のシステムにおいてデータ受信者固有のデータレコードを検出するための簡
便に実施可能で使用者にとって馴染みやすい手法の形式の追加的な付加価値を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の課題は請求項１に定義されたインターネット支援された情報システムによって解
決される。
【０００９】
　本発明に係るシステムは冒頭に述べた種類の既知のシステムに対して追加的に、データ
提供者によって送信されたデータＥメール内に存在するハイパーリンクを自動的に検出お
よび改変することができるハイパーリンク検出および改変手段を中央情報サーバが有して
なり、その際に改変はポータルサーバによって表示されたデータＥメール内に存在してい
て改変済みのハイパーリンクを選択することによってまずデータ受信者固有のデータレコ
ードを検出するための照会ルーチンがトリガされ、前記照会ルーチンが適正に終了した場
合に初めてデータ受信者がデータＥメール内に元々存在していたハイパーリンクのＵＲＬ
に誘導されるような方式で実施されることを特徴とする。
【００１０】
　ここでまず、本発明に係るシステムにおいてデータ受信者が彼に関するデータレコード
を提供することによって匿名性を喪失することなくデータ受信者に対して該当するポータ
ルサーバの全てのオファーと当該ポータルサーバを介して閲覧可能である多様なデータ提
供者からの全てのデータＥメールへのアクセスが通常の方式で使用可能にされることを確
立する必要がある。
【００１１】
　データ受信者がポータルサーバを介して提示されたデータＥメール内で改変されている
ハイパーリンクを選択することによってデータ提供者によってそのデータＥメール内にリ
ンクされた特定のインターネットオファーへの興味を発信すると、まず（適宜な照会ルー
チン生成プログラムによって自動的に作成された）データ受信者固有のデータレコードを
検出するための照会ルーチンが自動的に初期化される。そのため前記ハイパーリンク検出
および改変手段によって多様なデータ提供者からのデータＥメール内に元々存在するハイ
パーリンクが検出され、データ受信者が改変されたハイパーリンクの選択によって元々リ
ンクされていたＵＲＬに即座に誘導されることはなく照会ルーチンが適正に終了した後に
初めて前記の誘導が実施されるような方式でポータルサーバを介しての当該データＥメー
ルの表示の前に改変が施される。その際照会ルーチンの適正な終了とは、検出されるべき
データ受信者固有のデータレコードが適正に検出されたことを意味する。
【００１２】
　本発明に係るシステムによれば、データ受信者固有のデータレコードを検出するために
データ提供者側ならびにポータルサーバ運営者側のいずれにおいても対応する照会ルーチ
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ンを実行する必要がないことが極めて好適である。それどころか、自動的なハイパーリン
ク検出および改変の結果データ提供者あるいはポータルサーバ運営者による追加的操作は
全く不要となる。
【００１３】
　むしろ、ハイパーリンク検出および改変手段ならびに照会ルーチン生成プログラムをデ
ータ提供者およびポータルサーバ運営者に依存せずに中央情報サーバの運営者が集中的に
提供することが可能である。さらに、本発明の実施前に既に同様な情報システム内に存在
していたデータＥメールも適宜なポータルサーバを介しての将来の表示に際して（その中
に含まれているハイパーリンクの適宜な検出および変更を通じて）データ受信者固有のデ
ータレコードを検出する目的で本発明に係るシステムに取り込むことができる。
【００１４】
　データＥメール内のハイパーリンクを自動検出してそれを自動改変しさらに個々のケー
ス毎に自動的に初期化される照会ルーチンを後のハイパーリンクと元々関連付けられてい
るＵＲＬへの転送を含めて実行するために、当業者においては従来の技術として既に知ら
れている方法が利用可能である（例えば欧州特許出願公開第０８８９４１８Ａ２号明細書
、国際公開第０１／０３００１Ａ１号パンフレット、ならびに米国特許出願公開第２００
４／００８３４２８Ａ１号明細書参照）。所要のデータ受信者固有のデータレコードを検
出するための労力が全てのシステム参加者にとって最低限となり；すなわち本発明に係る
システム内に設けられる所要のデータ受信者固有のデータレコードを検出する手段は任意
にスケーリングすることが可能で、新規のデータ提供者および／またはポータルサーバの
参入に際しても変更不要である。
【００１５】
　従って本発明に係るシステムは、多様なデータ提供者による特定のオファーに対する潜
在的な需要者に関する貴重なデータレコードを得る可能性を提供する。検出されたデータ
受信者固有のデータレコードに対しては通常データ提供者だけではなくポータルサーバ運
営者も興味を有する。従って本発明に係るシステムの枠内においてデータ受信者固有のデ
ータレコードを検出する中央情報サーバの運営者は、そのデータレコードを（特に有料で
）データ提供者および／またはポータルサーバ運営者に提供することができる。
【００１６】
　本発明に係るシステムの好適な構成形態によれば、照会ルーチンの枠内で検出されるデ
ータ受信者固有のデータレコードがデータ受信者の名前と住所を含む。従って、元々デー
タＥメール内にリンクされたデータ内容に自由にアクセス可能であるにも関わらずデータ
提供者および／またはポータルサーバ運営者に対してそのオファーへの潜在的な需要者あ
るいはそのポータルサーバを介して特定のオファーにアクセスする潜在的な需要者の連絡
先情報を伝達することができる。同様に、連絡方法を可能な限り単純にする目的でデータ
受信者固有のデータレコードが（追加的あるいは代替的に）データ受信者のＥメールアド
レスを含むことも好適である。
【００１７】
　しかしながら、本発明に従って元々存在していたリンクを改変した後にその選択によっ
て初期化される照会ルーチンはデータ受信者固有のデータレコードを検出するための純粋
な照会ルーチンに限定されることはなく、必要に応じて追加的に双方向的なルーチンを含
むことができる。照会ルーチンの枠内において、例えばデータ受信者が規定の購入契約あ
るいは購読契約を締結した後に初めて元々リンクされていたＵＲＬに誘導されるように設
定することができる。従ってそうでなければ自由にアクセス可能なインターネットコンテ
ンツを購読契約の締結後に初めてあるいは一回限りの利用料の支払いによって呼び出し可
能にする可能性が提供される。その際元々リンクされていたＵＲＬを改変済みのハイパー
リンク内で明確には確認できないようにすることが好適である。
【００１８】
　本発明に係るシステムにおいては、照会ルーチンの実行の枠内において（例えば記入フ
ォームの準備を通じて）データ受信者に対してデータ受信者固有のデータレコードの入力
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が要求されることが極めて好適である。その際特にいわゆるＢ２Ｂ分野における登録義務
のあるインターネットオファーにおける経験からデータ受信者が高い割合（しばしば８０
％以上）で特定のオファーについて真剣に興味をもって正直な申告を行うことが知られて
おり、従ってその場合貴重なデータ受信者固有のデータレコードから高い収益率を達成す
ることができる。また利用料を支払う意思も極めて特殊な内容のオファーの場合は高くな
る。情報を熱望するデータ受信者あるいは支払い意欲のあるデータ受信者の割合が高めら
れることは、まずポータルサーバを介してデータ提供者のデータＥメール内で未だ匿名で
完全な閲覧がデータ受信者に対して保証されることによって理由付けられ；そこで一定の
基本的な興味を有するデータ受信者のみがデータＥメール内のハイパーリンクを選択およ
びクリックし、それに応じて初めて照会ルーチンがトリガされる。
【００１９】
　虚偽に申告されたデータレコードを検知するために、例えば申告された住所から郵便番
号およびその他のアドレスフィールド（例えば居住地あるいは番地）を一般的に入手可能
なデータレコードと比較することによってその妥当性あるいは正当性について検査するこ
とができる既知のアドレス検証アルゴリズムが使用可能である。申告されたＥメールアド
レスについても例えば通常のフォーマット基準に準拠していない等の明らかに誤った申告
を検知するアルゴリズムが存在する。
【００２０】
　しかしながら本発明の別の構成形態によれば特定のケースにおいて提供者固有のデータ
レコードを自動的、すなわちデータ受信者による追加的な操作無しで伝達することもでき
る。その種の照会ルーチンの枠内におけるデータ受信者固有のデータレコードの自動検出
は、特にデータ受信者がそのデータ受信者固有のデータレコードに対応するデータの申告
によって中央情報サーバあるいはポータルサーバ上に登録されそれに従って自動識別可能
である場合に実現可能である。このことは勿論データＥメール内の該当するハイパーリン
クを選択するデータ受信者が適宜にログインしている場合にのみ有効であり、そのログイ
ン機能は本発明に係る情報システムにおいて追加的に設けることが可能である。ユーザ登
録を使用する場合はこの自動検出されるデータをデータ受信者側で用意するために例えば
データ受信者のインターネット一時メモリ内に残された“クッキー”の使用に基づくもの
とし得る当業者において周知のメカニズムが使用可能である。本発明に係るシステムにお
いて使用者の簡便性の理由から照会ルーチンの枠内で、所要のデータ受信者固有のデータ
レコードを自動的に検出し該当するデータの自動検出が不可能である場合にのみデータ受
信者に対してそのデータの入力を要求する試みを先に実行することが好適である。その際
照会ルーチンは、所要のデータの一部のみが自動検出可能である場合にそのフィールドが
適宜な入力要求によって予め入力されるように構成し得ることも好適である。加えて本発
明に係るシステムは、データ受信者に該当するデータレコードを自動検出する場合それを
元々データＥメール内のハイパーリンクと関連付けられているＵＲＬに転送する前にデー
タ受信者に対して自動検出されたデータの確認が要求されるように構成することができる
。
【００２１】
　本発明に係るシステムは、中央情報サーバのウェブインタフェースユニットの動的に生
成されたウェブサイトに関連付けられたＵＲＬに対して改変済みのハイパーリンクが対応
するようにし、その際前記動的に生成されたウェブサイトがデータ受信者固有のデータレ
コードを検出するための適宜な照会手段（例えば既存のデータを検出するためおよび／ま
たは適宜な入力フォームを生成するための自動的に実行可能なスクリプト）と照会ルーチ
ンが適正に完了した後にデータ受信者を元々のＵＲＬに転送するための転送手段を備える
ことによって実現することができる。その際元々（改変されていない）ハイパーリンクに
関連付けられていたＵＲＬを改変済みのハイパーリンクの一部として動的に生成されたウ
ェブサイトの転送手段に伝達することが好適である。
【００２２】
　本発明の好適な実施形態において、データ提供者および／またはポータルサーバ運営者
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が彼等によってシステム内に投入されたデータＥメール内あるいは彼等を介してポータル
サーバ内に表示されたデータＥメール内のハイパーリンクをハイパーリンク検出および改
変ユニットによって照会ルーチンをトリガするように改変するかどうかを自身で決定し得
るようにすることができる。すなわち、全てのデータ提供者あるいはポータルサーバ運営
者が本発明に係るシステムによって検出可能なデータ受信者固有のデータレコードに興味
を持つわけではない。同様に、例えばデータＥメール内のハイパーリンクを特定のポータ
ルサーバを介してデータ受信者に対して表示する場合にのみそのハイパーリンクを適宜に
改変すべきであるということもデータ提供者が決定することができる。従って同じデータ
Ｅメールを例えば多様なポータルサーバを介してある時は改変されたハイパーリンクを伴
ってまたある時はそれを伴わずに表示することができる。同様に、本発明に係るシステム
の枠内においてデータ提供者に対して、例えばデータＥメールのソーステキスト内で使用
可能であってハイパーリンク検出および改変ユニットを制御可能な所定のキーワードを定
義することによってデータ提供者がデータＥメール内の多様なハイパーリンクを個別に選
択する可能性を提供することもできる。
【００２３】
　本発明の別の実施形態によればデータ受信者固有のデータレコードの構造化された集積
のために不可欠な前提条件を満たすために、照会ルーチンの枠内で検出されたデータ受信
者固有のデータレコードを：
－　データ受信者がクリックした改変済みのハイパーリンクが存在していたデータＥメー
ルのデータ提供者の識別情報、
－　それを介して該当するデータＥメールが表示されたポータルサーバの識別情報、
－　自動的に検知され改変されたハイパーリンクが存在していた該当するデータＥメール
の識別情報、
－　元々のハイパーリンクが対応していたＵＲＬ、
の各情報のうちの少なくとも１つと関連付けることによって相関データレコードを自動的
に生成可能である相関データレコード生成ユニットを中央情報サーバがさらに備える。
【００２４】
　個々のポータルサーバが中央情報サーバの選別された多様なデータＥメールに対して複
数の独立した副提供物を提示する場合は、（ポータルサーバの識別情報の他に）該当する
副提供物の識別情報を相関データレコード内に取り入れることも好適である。同様に、改
変されたハイパーリンクがデータ受信者によって選択された日および／または時間も必要
であり得る。
【００２５】
　可能な限り汎用なデータ集積の目的のため相関データレコード内で前述した全ての情報
が捕捉され自動的に生成されたデータバンク内に後の処理のために集積される。
【００２６】
　前述したシステムに加えて本発明はインターネット支援された情報システム内において
データ受信者固有のデータレコードを検出する方法に係り：
－　Ｅメールインタフェースユニットとウェブインタフェースユニットと少なくとも１つ
のオファー記憶ユニットを含んだ記憶装置を有する中央情報サーバを提供し；
－　それぞれウェブインタフェースユニットを備えるとともに前記中央情報サーバのウェ
ブインタフェースユニットと接続可能である多数のポータルサーバを提供し；
－　それぞれ１人のデータ提供者に割り当てられている多数のデータ処理装置によってデ
ータ提供者固有のデータを含んだデータＥメールをそれぞれ前記中央情報サーバの少なく
とも１つのデータ提供者固有のＥメールアドレスに対して送信し；
－　前記中央情報サーバによって受信されたデータＥメールを前記オファー記憶ユニット
内に自動的に記憶し；
－　それぞれ１人のデータ受信者に割り当てられていてウェブインタフェースを備えてい
る多数のデータ処理装置と中央情報サーバとの間の接続の形成を当該データ受信者がアク
セスしたポータルサーバのリンクを使用することによって可能にし、
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－　前記オファー記憶ユニット内に記憶されたデータＥメールを当該ポータルサーバの識
別情報に依存して自動的に選別してアクセスを許可し、その際データＥメール内に存在す
るハイパーリンクを自動的に検出および改変し、その改変は改変済みのハイパーリンクを
データ受信者が選択することによってまずデータ受信者固有のデータレコードを検出する
ための照会ルーチンがトリガされ、前記照会ルーチンが適正に終了した場合に初めてデー
タ受信者がデータＥメール内に元々存在していたハイパーリンクのＵＲＬに転送されるよ
うな方式で実施し；
－　多数のデータ受信者がワールドワイドウェブを介して前記選別され、アクセス許可さ
れ、かつ改変済みのハイパーリンクを有するデータＥメールにアクセスする、
　各ステップを含んでなる。
【００２７】
　本発明に係るシステムとの関連で説明した全ての利点ならびに好適な実施形態が本発明
に係る方法においても有効であることは勿論であり、上述した実施形態の繰り返しの説明
は省略する。
【００２８】
　加えて出願人は、本発明に係る技術的な教唆が前述したデータＥメールを選択的に表示
するためのシステムに限定されるものではないことを認識している。むしろ、請求項８の
発明の枠内においてデータ受信者に対して多数のポータルサーバを介してアクセス可能に
された多数のデータ提供者のデータは一般的なデータ内容（ＥメールあるいはＥメール添
付データの形式ではないもの）に関するものとし得る。その際特にハイパーリンクと関連
付けられているかあるいはハイパーリンクを含んでいる（中央情報サーバによって提供さ
れた）バナー広告を想定することができる。その場合も本発明の枠内においてデータ内容
（例えば広告バナー）内に存在するハイパーリンクを自動的に検出および改変した後に、
ハイパーリンクを選択することによってデータ受信者固有のデータレコードを検出するた
めの照会ルーチンをトリガすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】小売企業の最新のオファーに対する潜在的な顧客の情報に関するシステムを示し
たブロック線図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　次に、本発明の実施例について添付図面を参照しながら詳細に説明する。図示されたシ
ステムは小売企業の最新のオファーに対する潜在的な顧客の情報に関するものである。
【００３１】
　システムは、中央情報サーバ１と（データ）提供者Ｘに割り当てられたデータ処理装置
２Ｘとデータ提供者Ｙに割り当てられたデータ処理装置２Ｙの２台のデータ処理装置２と
テーマ的に専門分野Ａを対象とするポータルサーバ３Ａと専門分野Ｂを対象とするポータ
ルサーバ３Ｂと専門分野Ｃを対象とするポータルサーバ３Ｃの３台のポータルサーバ３を
含んでいる。提供者Ｘは事業分野ＡおよびＢに従事し、提供者Ｙは事業分野ＢおよびＣに
従事する。
【００３２】
　中央情報サーバはＥメールインタフェース４を備え、それと供給者データ処理装置２Ｘ

および２Ｙがそれぞれそれらに対して割り当てられたＥメールインタフェース５Ｘおよび
５Ｙを介して交信することができる。その際供給者ＸおよびＹに対してそれぞれ２つのＥ
メールアドレスが割り当てられ、すなわち供給者Ｘに対して４Ｘ，Ａおよび４Ｘ，Ｂと供
給者Ｙに対して４Ｙ，Ｂおよび４Ｙ，Ｃが割り当てられる。従って供給者Ｘは彼の事業分
野Ａに該当するオファーを含んだデータＥメールをＥメールアドレス４Ｘ，Ａに宛て、彼
の事業分野Ｂに該当するオファーを含んだデータＥメールはＥメールアドレス４Ｘ，Ｂに
宛て；供給者Ｙは彼の事業分野Ｂに該当するオファーを含んだデータＥメールをＥメール
アドレス４Ｙ，Ｂに宛て、彼の事業分野Ｃに該当するオファーを含んだデータＥメールは
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Ｅメールアドレス４Ｙ，Ｃに宛てる。
【００３３】
　中央情報サーバ１はオファー記憶ユニット７を備えた記憶装置６を含み、その中にその
時点で接続されている供給者の最新のオファーを含んだデータＥメール８、すなわち本実
施例の場合データＥメール８Ｘ，Ａ，８Ｘ，Ｂ，８Ｙ，Ｂ，および８Ｙ，Ｃが記憶される
。データＥメールが入力された際に当該供給者（Ｘ，Ｙ）の場合によって最新ではなくな
ったデータＥメールをオファー記憶ユニット７から記憶装置６の一部であるアーカイブ９
に移動することができる。
【００３４】
　中央情報サーバ１はさらにウェブインタフェース１０を備え、それを介してポータルサ
ーバ３がそれぞれそのポータルサーバ自体に付属するウェブインタフェース１１を使用し
て中央情報サーバ１に対してアクセスする。３台のポータルサーバ３のそれぞれがインタ
ーネットオファー上のリンクを介して中央情報サーバ１と接続可能である。勿論個別のポ
ータルサーバ上のリンクもそれぞれ異なったＵＲＬと関連付けられる。すなわちポータル
サーバ３ＡはデータＥメール８Ｘ，Ａが（必要に応じて後述する要件に従って改変された
後）埋め込まれているウェブサイト１２Ａに割り当てられたＵＲＬ１０Ａと関連付けられ
る。ポータルサーバ３Ｂは、（必要に応じて改変された）データＥメール８Ｘ，Ｂと８Ｙ

，Ｂを含んだリストが埋め込まれているウェブサイト１２Ｂに割り当てられたＵＲＬ１０

Ｂと関連付けられる。ポータルサーバ３Ｃは必要に応じて改変されたデータＥメール８Ｙ

，Ｃが埋め込まれているウェブサイト１２Ｃに割り当てられたＵＲＬ１０Ｃと関連付けら
れる。この方式によって、インターネット接続を有するＰＣ１５のウェブブラウザ１４を
使用してポータルサーバ３Ａのインターネット画面あるいはホームページ１６Ａを訪問し
そこに埋め込まれたリンクをクリックすることによって中央情報サーバ１に転送された任
意の潜在的なデータあるいはオファー受信者Ｅが（改変された）データＥメール８Ｘ，Ａ

を含んだウェブサイト１２Ａのみを閲覧可能になり、一方ポータルサーバ３Ｂのホームペ
ージ１６Ｂ上に埋め込まれたリンクをクリックすることによって中央情報サーバ１に転送
された場合は（改変された）データＥメール８Ｘ，Ｂと８Ｙ，Ｂを含んだウェブサイト１
２Ｂのみを閲覧可能になるようにするための選択装置１３が構成される。
【００３５】
　それによってデータ受信者（Ｅ）が各ウェブサイト１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃを閲覧する
ためにいずれも該当するポータルサーバ３Ａ，３Ｂ，あるいは３Ｃのインターネットオフ
ァー１６Ａ，１６Ｂ，あるいは１６Ｃ内の該当するリンクをクリックあるいは選択する必
要はないことが明白であり；むしろ中央情報サーバ１の該当するウェブサイト１２Ａ，１
２Ｂ，１２Ｃを適宜なリンク（動的）を通じて該当するポータルサーバ３Ａ，３Ｂ，ある
いは３Ｃのインターネットオファー１６Ａ，１６Ｂ，あるいは１６Ｃ内に直接的に組み込
みその際に例えばウェブサイト中の特定のフレーム内またはポータルサーバ３Ａ，３Ｂ，
あるいは３Ｃのインターネットオファー１６Ａ，１６Ｂ，あるいは１６Ｃ内のその他の適
宜な位置上に表示することができる。
【００３６】
　ウェブサイト１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃは統一されたスキームに従って構成され、従って
データ受信者は時間のかかる修練を行うことなく充分に使いこなしてサイト内を移動する
ことができる。
【００３７】
　前述したようにウェブサイト１２は、必ずしもデータＥメール８を該当するデータ供給
者Ｘ，Ｙが中央情報サーバ１のＥメールインタフェース４に送信した形式通りに受信する
ものではない。すなわち中央情報サーバ１がハイパーリンク検出および改変ユニット１７
を備え、それによってデータＥメール８内に存在するハイパーリンク１８を自動的に検出
および改変することができる。従ってデータ提供者Ｙが適宜な改変を要望する場合例えば
データＥメール８Ｙ，Ｃ内に存在していてハイパーリンク検出および改変ユニット１７に
よって自動的に検出されたハイパーリンク１８はデータ受信者Ｅが改変後のハイパーリン
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ク１９をクリックした際に元々のハイパーリンク１８に関連付けられたＵＲＬに直接誘導
されることはなく先に照会ルーチン２０がトリガされるような方式で変更された新しいハ
イパーリンク１９にハイパーリンク検出および改変ユニットによって自動的に改変される
。（照会ルーチン生成器によって動的に生成された）照会ルーチン２０の枠内においてデ
ータ受信者Ｅの名前および住所と並んでＥメールアドレスも含んでいるデータ受信者固有
のデータレコード２１が検出される。このデータレコード２１は照会ルーチン２０によっ
て自動的に検出（該当するデータが例えば中央情報サーバ１が認識可能なデータ受信者Ｅ
のインターネットキャッシュ部分内で利用可能である場合）されるかまたはデータ受信者
に対して（適宜なフォームの提供によって）自身で該当する情報を入力するように要求す
る。データレコード２１が適正に検出された後転送ルーチン２２が開始され、それによっ
てデータ受信者Ｅが元々データＥメール８Ｙ，Ｃ内に存在していたハイパーリンク１８の
目的に転送される。
【００３８】
　データレコード２１は中央情報サーバ１の相関データレコード生成ユニット２３内でさ
らに別のデータ（例えばハイパーリンクを含んだデータＥメールの識別情報ならびにポー
タルサーバの識別情報を有するもの）が検索された後相関データレコード２４に補填され
、その後の処理のために記憶装置６のデータバンク２５内に記憶される。そのデータはデ
ータ提供者および／またはポータルサーバ運営者に対してアクセス可能にすることができ
る。

【図１】
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